浦和別所小学校　指導の約束
生徒指導委員会
書写
①筆は、水道で洗わずに、家で洗ってくる。使った半紙で、硯や筆をふく。その半紙は、ビニル袋に入れてゴミ箱に捨ててもよい。
②道具の貸し借りは禁止。
図工
①パレットは水道で洗わない。
②カッターなどの危険なものは、学校の物を使う。（家からもってこさせない）
3 児童が使用した道具は必ず教員に返却する。教員も元の場所に必ず返却する。
体育
2 ４・５・６年生は更衣室を使用する。
②体育倉庫の鍵は、職員室にかける。
③体育小屋の鍵は、教員が開け閉めを行う。
④冬場の服装について
　・体育授業・・・上下共に１枚はおってもよい。
　　　　　　　※着用する物は、原則体育用に用意した物に限る
　・クラブ・・・体育授業に準ずる。
※ベンチコートやセーターなど運動に不適切と思われるものは厳禁。
※名札をつけたまま活動しない、チャック類、フード類のついたものでの運動など、安全面には十分配慮をすること。
※タイツやレギンスの着用は原則不可。上に長ズボンの着用可。
⇒Ｒ２年度保護者より「体育着の下の肌着は着用したままにしてほしい」問い合わせあり。
　肌着を着用してもよい。ただし、長袖は原則不可。汗等が気になる場合は、着替えを持ってこさせる。
※アスファルト通路や通路より外では走らない。
→体育時、ウォーミングアップの為に教員の管理のもとに走らせる等は安全面に考慮して行う。競争などの全力疾走は行わない。
授業参観後のこと
1 原則として学校に残らないで下校させる。
②残る場合は、保護者と相談させる。（担任が把握しておくこと。学童とのからみもある）安全に気を付けて過ごすように指導する。保護者がいない場合は残らせない。
③ランドセルの場所も親と相談する。できれば親に預ける。
3 就学前の子どもは、親に面倒を見るようにしてもらう。→案内文書に一言入れる。
雪の日
1 側溝の上を走らない。　
②雪を落としてから、校舎内に入る。
③氷を持ち歩かない。（風致池の氷を割らない）
その他
①ゴミは、金曜日には捨てない。（回収が来ないため）
②名札は、朝、教室で着用し、放課後外して帰る。
③専科の授業には、担任が引率し、必要な情報は専科に伝達をする。廊下歩行は静かに右側を徹底する。
4 上履きを忘れた児童は、原則担任とともに上履きを借りる。（廊下にある、ファイルに記入。返却時は担任が受け取り、洗ったかどうかを確認し、職員室に戻す。）
※傘も同様
⑤教室で「さようなら」をした後は、原則として最後に教師が教室を出るようにする。
⑥研究授業など児童が早く帰るときは、安全指導をしっかりと行う。（普段とは、ちがう時間に行動するので、交通事情などが異なるため危険な場合もある）
⑦欠席児童の荷物は、原則他の児童に持ち帰らせない。
⑧教師の児童の呼び方は、男女とも「○○さん」と呼ぶ。
⑨忘れ物は、土曜・日曜は学校に取りに来ない。
⑩自転車の乗り方について令和６年度よりルールの変更


　　１・２・３年生→保護者と一緒に乗る。
　　４・５・６年生→ルールを守って乗る。
　※４年生は自転車運転免許取得前は３年生までの乗り方で乗る。
⑪公共施設や公園の使用については、ルールを守って使う。
　（特にボールの使用については禁止のところが多い）
⑫公道では、スケートボードやローラーブレードには乗らない。校庭のコンクリート走路では可。　※ただし、スケートボードやローラーブレードで学校に遊びに来ない。
⑬筆箱の中身を学年で統一する。
	学 年
	筆　箱　の　中　身

	１年生
	鉛筆（４Ｂ～６B）５本、赤青鉛筆１本、ネームペン１本、消しゴム１つ

	２年生
	鉛筆（２B～６B）５本、赤青鉛筆１本、ネームペン１本、消しゴム１つ、定規１つ

	３年生
	鉛筆（２B～６B）５本、赤青鉛筆１本、ネームペン１本、消しゴム１つ、定規１つ

	４年生
	鉛筆（２B～６B）５本、赤青鉛筆１本、ネームペン１本、消しゴム１つ、定規１つ

	５年生
	鉛筆（HBかB）５本くらい、赤青鉛筆１本(ボールペン：単色のみ可)、ネームペン１本、消しゴム１つ、定規１つ

	６年生
	鉛筆（HBかB）５本くらい、赤青鉛筆１本(ボールペン：単色のみ可)、ネームペン１本、消しゴム１つ、定規１つ


⑭筆箱は１～３年生は箱型を使う。４～６年も箱型が望ましい。華美なものは避ける。大き過ぎない物を選ぶ。消しゴムもシンプルなものが望ましい。定規もシンプルなものが望ましい。
⑮登下校中は安全のため、寒くてもフードから顔を出して歩く。（視野の確保のため）
　※ポケットに手を入れて歩く児童が多いため、手袋の着用を促す。
⑯業間休み等に校庭で遊ぶ場合は、アスファルト通路の内側で遊ぶこと。
　アスファルト通路上では鬼ごっこなどの走る遊びは避ける。
（体育倉庫周辺、南校舎裏側、ピロティ、花壇周辺では遊ばないこと）（Ｒ３年度より）
⑰各クラスに鉛筆削りを置く。児童は登校前に、鉛筆を削ってくる。児童は鉛筆削りを持ってこない。（鉛筆削り付きの筆箱を使用している児童は、その筆箱の使用を認める。）
※１年生教室には電動の鉛筆削りを置く。（年度当初要指導）壊れた場合は事務室に報告し、交換してもらう。
西校舎の使い方
1 エレベーターは原則児童の使用を禁止とする。（必要な場合は、教頭先生に伝える）
②みんなのトイレは施錠し、使用不可とする。
③トイレの電気スイッチを動かさない。（連続・自動・切のスイッチ）
職員室での鍵の借り方
①職員室前方のドアから以下手順で入る。令和６年度よりルールの変更

※以前は後方ドアから


②「しつれいします。」
③「○年○組の□□です。」
④(用事の内容を言う)「～～で来ました。」
(鍵を借りに来た場合)「●●室の鍵をお借りしに来ました。」〈職員の許可を得る。〉
⑤「しつれいしました。」
心と生活のアンケートの保存期間
1 アンケート原本については、その児童が卒業するまで、研修室のロッカーに保管する。（通知表の隣）※卒業後５年間（R６年度卒業生から）
②結果の一覧(押印済み)、面談記録(押印済み)は、取った年度から５年間、校長室で保存する。
長期休業前の指導
1 長期休業前には「お金の使い方について」「ＳＮＳ等の利用について」「相談窓口の案内等心のケアについて」の指導を各学級等で必ず行う。
令和６年度よりルールの変更


置き勉強道具（置き勉）について
Ｒ２年度より児童の安全な通学を考慮し、以下のように定めている。
	学年
	机の中
	ロッカーなどに保管

	１年生
	クレヨン、のり、はさみ、クーピー、自由帳、歌集
	G・S、道徳、書写

	２年生
	歌集・国語、算数は持ち帰る
・自主学習等で使用する場合は持ち帰ってよい
・絶対に置いていくのではなく、置いておいてもよいというスタンスで指導する

	生活、音楽、書写、道徳
カラーペン、鍵盤ハーモニカ

	３年生
	社会、理科
	鍵盤ハーモニカ、たんけんバッグ
G・S、道徳、書写ノート、保健

	４年生
	社会、理科
	地図帳、さいたま市ワーク、道徳、保健、G・S
鍵盤ハーモニカ

	５年生
	社会、理科
	音楽関係（鍵盤ハーモニカ）、道徳、G・S、保健、社会の資料集、地図帳

	６年生
	社会、理科
	音楽関係（鍵盤ハーモニカ）、家庭科、G・S、道徳、社会の資料集、地図帳


※その他、状況に応じて宿題以外の教具を置いて帰って良い時には、具体的な教具を確
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